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健康経営宣言

10年目の節目－新しい健康経営宣言の制定

一般財団法人京都工場保健会

専務理事

京都工場保健会は、「人々の健康を通じて、人類の福祉に貢献する」を経営理念とし、

「健康で、生き生きと働き続けることができる社会と組織」を目指しています。

その実現には、職員一人ひとりが専門性を発揮し、

高品質な保健医療・環境保健サービスを提供し続けることが不可欠です。

ここに、私たちは健康経営の実践と進化に努めることを宣言します。

１．職員一人ひとりのウェルビーイング *1を大切にします。

心と体の健康に加え、働きがいや人とのつながりを感じられる環境を整えます。

２．健康経営を継続的に推進し、改善し続けます。

３．すべてのステークホルダーとともに、社会全体の健康づくりに貢献します。

*1 : ウェルビーイングについて

「心と体の健康に加え、働きがいや

人とのつながりを感じられる状態」

と当会独自で定義した。

健康経営推進体制

・健康経営推進会議（健康経営推進担当役員、総務・人事担当者、産業保健スタッフ、労働組合代表を含む

メンバー）で健康経営推進内容（案）を作成し検討、展開。

・健康経営推進最高責任者（専務理事）、役員会で健康経営推進内容を審議し、部門長会議で共有し展開。

・安全衛生委員会で健康経営推進内容の検討、周知、推進(安全衛生委員が健康経営取組を部内へ周知）。

・2023年度より50人未満の拠点も含め全拠点で安全衛生委員会を開催。安全衛生委員会の内容については、

全拠点の部会等の報告事項とすることを専務理事より通達。
３

協会けんぽ

取引先等



職員に対する健康経営の浸透‐1

【アンケート回答人数】

2022年9月末：738名、 2023年9月末：693名、 2024年9月末：704名、 2025年9月末：782名

※アンケートの対象を「職員・嘱託・常勤」を2025年から「派遣職員・出向職員」まで拡大した

・当会では2016年度より健康経営度調査の回答と共に、健康経営を推進してきた。しかし、2022年度の健康経営の認

知度アンケート調査結果において、特に若い世代を中心に認知度は高くなかった。

そこで、若い世代を巻き込んだウォーキングイベントや禁煙マラソンの開催、職員全員を対象に行う動画研修に当会の健

康経営宣言内容を盛りこんだりした。また、全拠点で実施している安全衛生委員会の議題に健康経営に関する内容を毎

回入れる等、認知度向上に取り組んできた。さらに、イントラネットに健康経営のバナーを設置し、健康経営関連の情報を

誰でもすぐに確認できるようにした。

2024年9月の動画研修では、田中専務理事に健康経営についての思いや考えについて健康経営推進事務局より突撃

インタビューを実施。2024年度のアンケート認知度調査では、全年齢層の認知度が向上するなど、取り組みの成果が表

れてきた。

2025年度は、健康経営に取り組み始めて10年目の節目として、健康経営宣言を“ウェルビーイング”の概念を盛り込み

改定した。ウェルビーイングという抽象的な概念を、「心と体の健康に加え、働きがいや人とのつながりを感じられる状態」

と当会独自に定義し、田中専務理事より動画メッセージにて全職員に新しい健康経営宣言を配信した。

引き続き、職員全員が当会の健康経営の考え方を理解している状態を目指し、健康経営を推進していく。当会職員だけ

ではなく、取引先の健康経営を推進するために、アンケート調査や健康管理施策の取り組みも積極的に展開していく予定。

また、当会の健康経営推進内容を、職員、取引先等にもより見える化し浸透していくために、「健康経営で解決したい経営

課題」「期待する健康投資効果」「具体的な取組み・課題」が一連の流れでわかるように戦略マップを以下の通り、より具

体化した。

京都工場保健会 戦略マップ リンク

４

https://kyotokojohokenkai.jp/wp-content/themes/hokenkai/assets/pdf/map20251009.pdf


職員に対する健康経営の浸透‐2

※2025年9月に実施されたアンケートでは、従来の「職員・嘱託・常勤」だけでなく、

「派遣職員・出向職員」も対象に含めて調査を行った。

常勤職員852名（2025年10月1日時点）のうち782名から回答があり、回答率は91.7%でした。

ただし、回答者782名の中には非常勤職員などが15名含まれている。

田中専務がビデオメッセージで発表した新しい健康経営宣言について、全職員を対象にアンケートを実施。その結果は

①健康経営宣言の理解度：

ウェルビーイングの概念を取り入れた新しい健康経営宣言について、97%の職員が「ある程度は理解できる」と回答。

②個人への良い影響：

「健康経営の取り組みがあなた自身の健康や働きやすさに良い影響を与えているか」という質問に対し、

52%の職員が「概ね感じる」と回答。

③取り組みへの満足度：

「当会の健康経営の取り組みに満足しているか」という質問には、56%の職員が「概ね満足している」と回答。

健康経営宣言の理解度が97%と非常に高い要因として、田中専務のビデオメッセージという伝達方法が効果的だったと

考えられるが、一方で、実際に良い影響を感じている職員や満足している職員は約半数にとどまっている。

健康経営の取り組みが個人の健康や働きやすさに具体的にどう影響するのか、より明確に伝える施策が必要と思われる。

また、理解度の高さを活かして、職員参加型の健康増進活動を展開することで、実感と満足度の向上につなげていきたい。

５



重点疾病の早期発見・予防

＜2030年度に向けた定期健康診断の目標値改定について＞

2025年10月1日の健康経営推進会議で以下の通り検討し、決定した。

健診受診率目標: 100%

1. 肥満率

男性目標: 20% →2016年以降一度も達成できていない。高年齢化による体重増加が予測されるが、

肥満が他の健康指標悪化の 主要因となるため、目標値を維持。

女性目標: 8%→2024年度は10%と増加傾向。女性の「やせ」の問題も考慮し、現行の目標値を維持

2. 血圧有所見率

新目標: 7%（旧目標: 5%） →女性は5%と良好だが、男性は15.1%と上昇傾向。

男女合わせた現実的な目標として7%に引き上げ

3. 脂質有所見率

目標: 25.0%（変更なし）→2016年以降一度も未達成。特に男性は41.3%と高値が続いている

男性の肥満対策と食事改善の継続が必要

4. 血糖有所見率

新目標: 9%（旧目標: 6.0%）→2016年以降一度も未達成。コロナ禍で一時改善したが、再び高値傾向。

特に男性は21.0%と高値。より現実的な目標値に修正。

5. 喫煙率

新目標: 5.0%（旧目標: 6.0%）→現状は男性12.7%、女性5.0%。男性の喫煙率がやや増加傾向。

40歳以上では9.1%と高い値を示している。より健康的な職場環境を目指し、目標値を引き下げ。

まとめ

肥満と脂質については目標値を維持し、血圧と血糖については現状を踏まえて目標値を現実的なものに調整した。

喫煙率については更なる削減を目指す。特に男性の健康指標改善が全体の目標達成には重要。

【実績・目標】

６



重点疾病の早期発見・予防 ―具体的な取り組み―

＜健診受診・保健指導等のとりくみ＞ 2024年度健康診断について

1. 精密検査等の受診促進

WEB上での精密検査報告書提出を2022年度から開始。上司や衛生管理者を通じた提出促進。

成果:

精密検査状況把握率: ９９% （2023年度：９８％）

精密検査受診率: 7４%（2023年度：75％）

産業医が特定したハイリスク者の管理率: 100%

労災二次健診制度対象者の受診率: 42.9％（2023年度：43.8％）

＊2024年度は、産業医の就業判定時期を約1ケ月半前倒し、

重点フォロー対象者（産業医が「要確認」と判定した方・脳MRI検査や肺CT検査で要精密検査となった方

その他重要所見が認められた方）については、看護職が個別フォローを100％実施し、

健康リスクの早期発見と適切な対応による従業員の健康管理強化を実施。

2. 特定保健指導の推進

健診当日に特定保健指導を実施

未受診者には上司経由で案内し、就業時間内に対面またはオンラインで実施

安全衛生委員会においても複数回にわたって、特定保健指導について周知した。

協会けんぽと連携強化（役員・産業保健スタッフによる事前・事後打合せを定期的に実施）

成果: 

特定保健指導（初回）実施率：76.9％（2023年度）、62.2％（2022年度）、52.5％（2021年度）

特定保健指導（評価）実施率：71.8％（2023年度）、54.1％（2022年度）、47.5％（2021年度）

3. 充実した健康診断制度

35歳以上の全職員に人間ドック（婦人科検診含む）、60歳を対象に総合ドックを無料提供

追加検査の実施:

肺CT検査: 5歳ごとの節目年齢者（希望者）

脳ドック: 50歳、55歳、65歳の希望者

オプション検査（骨密度、ピロリ菌など）は半額で提供

胃透視撮影から胃カメラ検査への変更も対応

全ての人間ドック受診者に保健指導を実施

骨粗鬆症検診：全職員（女性）を実施

人間ドック1人あたり費用: 44,000円 、 60歳対象の総合ドック費用 ：121,000円

７



がん検診受診率向上への取り組みと成果

１．背景

2021年度のがん検診受診状況において、国の目標である60％以上は達成していたものの、さらなる向上を目指して

2022年度から様々な取り組みを実施。

２．主な取り組み内容

〇受診勧奨の強化、検診予約時に受診を促す通知実施、未受診者への産業保健スタッフからの個別フォロー

前年未受診者への啓発と受診勧奨。健康経営担当役員による会議での説明、

安全衛生委員会での呼びかけと産業医による講話、

〇検診内容の改善

胃がん検診：希望者全員が胃カメラ検査に変更可能に（費用は全額法人負担）

婦人科検診：定期健診項目に組み込み、個別状況に応じた検診内容を提供

婦人科検診の医師名を予約時に確認可能に（同僚医師への配慮）

〇費用補助の充実

外部医療機関での乳がん・子宮頸がん検診費用の一部法人負担

2024年度より外部医療機関での婦人科検診費用補助を5倍に増額（1検診最大で5,000円）

2024年度は外部医療機関での補助拡充を効果的に周知するため専用の販促資料を作成

〇教育・調査の実施

全職員対象の婦人科検診に関する動画研修実施、202２年度に未受診者向けアンケート調査実施

〇直近の成果

特に婦人科検診において顕著な成果が見られ、2023年から2024年にかけて：

子宮頸がん検診：64.1%→70.4%（6.3ポイント増）

乳がん検診：64.8%→69.1%（4.3ポイント増）

費用補助の拡充や受診環境の改善、効果的な情報発信が相乗効果を生み、受診率向上につながった。

８

厚生労働省が推奨している年代・検診内容における当会検診受診率(他所での検診受診は含まず、補助金申請分のみ含む）



重点健康課題施策：

秋のウォーキングキャンペーンの成果と効果(2022-2024)

開始時期: 2022年11月（健康経営2022推進の一環）

実施期間: 毎年11月1日～30日（1ヶ月間）

方法: 健康日記アプリを活用

＜数値的成果＞

＜日常の身体活動状況（健診問診結果）＞

「日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施している」回答者の割合

＜2024年度参加者の声から見る効果＞

1. 運動習慣の定着

「土曜日曜の朝、1時間ウォーキングする習慣が出来ました。イベント終了後も継続しています」

「歩く習慣がついた」「通勤を自転車から徒歩に変えた」「昼休みに散歩にでかけるようになりました」

2. 健康効果の実感

「運動習慣につながり、体型も改善されました」「体重も1か月半で3kg減らすことができて結果にも表われました」

「運動すると気分もリフレッシュされる気がします」

3. コミュニケーション活性化

「チーム内の絆が深まった気がします」「チームで参加したので、みんなで一緒に頑張った感がありとても良かった」

「職場内でのコミュニケーションのきっかけになった」「イベントに参加することで周りとの会話も増えました」

4. モチベーション向上

「チーム戦で参加する事で人の足を引っ張らないように…と個人戦より頑張れた」

「チームの足を引っ張らないようにというプレッシャーもあり、少しでも歩こうという意識に繋がった」

総合効果

健康増進効果: 日常的な身体活動量が全国平均を上回る水準で定着

習慣形成: 一時的なイベントを超えた継続的な運動習慣の確立

組織活性化: チーム参加による部署間・社内コミュニケーションの活性化

相互支援文化: お互いを励まし合い、支え合う企業文化の醸成

健康意識向上: 健康への関心と自己管理意識の向上

参加者の声から、単なる歩数増加だけでなく、社内コミュニケーション活性化、チームワーク強化、そして持続可能な

健康習慣の形成という多面的な効果が確認できる。これは健康経営の目標達成に大きく貢献している。

≪チーム戦≫

1位：（株）何でも屋
≪個人戦≫

1位：ひろ

チーム戦、個人戦、それぞれ1位には

役員より景品を進呈

９



重点健康課題施策： 禁煙支援 仲間と支え合う禁煙チャレンジ

１．背景（課題・ニーズ）

・医療機関として敷地内禁煙を実施し、喫煙率は
2024年度：7.7％まで低下（喫煙者残り約50名）

・残る喫煙者はいわゆる「禁煙岩盤層」となっており、
従来の支援策（外来費用補助・本の貸出など）は
参加者ゼロ。

・健康経営の申請項目にも「喫煙率低下への取り
組み」が求められるが、実質的に進んでいなかった。
２０21年より、禁煙支援開始

ーチームとサポーターで広がるつながりづくりー

２．取り組み内容

2022年5月：禁煙のコツ資料と禁煙貯金箱の導入 → 4名参加、2名一時成功（再喫煙あり）。

2023年1月：第1回禁煙マラソン

チャレンジャーだけでなく「サポーター」も募るチーム制を導入。

3か月禁煙成功でチーム報奨金、優秀サポーター賞を設ける。

5チーム募集のところ、6チーム応募あり。

→第1回 6チーム全チーム完走

2021年12月：禁煙補助薬、禁煙外来治療費の補助、禁煙本の貸し出し、チラシを作成し募集→参加者０名

202４年1月：第２回禁煙マラソン

5チーム応募あり。→第2回5チーム全チーム完走

2025年1月：第３回禁煙マラソン

5チーム応募あり。→第３回３チーム完走（2チーム途中脱落）

３．成果と考察 ※サポーターの関わりの差が成果に影響か？

・「禁煙」という健康行動に加え、横のつながりが
強化された。

・サポーターの存在が成功の大きな要因であること
を再確認。

手作りのひめくりカレンダーと
貯金箱を禁煙チャレンジャーのデスクに

手作りの応援メッセージカードを毎日作成

貯金箱にニコチンガムの噛み方

毎日の声かけ

←ご褒美として

みんなでカニ食べにいった時の写真を提供

無事禁煙マラソンを成功し、サポーターの先輩方
にカニをご馳走してもらいました。禁煙も成功し、
サポーター賞もいただき大満足です。

“禁煙サポートを通じて仕事のことも共有や相談ができた
り、禁煙以外の副産物が大きかった。
恐らく一人では達成してなかった

チームで独自に作成

完走記念品

（名前入りのマグカップ）

・チャレンジャー本人だけでなく、身近なサポーターへの働きかけを強化する。

・「禁煙を成功させる」よりも「挑戦する文化づくり」を重視し、健康経営の推進と職場の一体感醸成につなげる。

・将来的には、喫煙者ゼロをめざすだけでなく、楽しく健康行動を続けられる職場づくりのモデルケースに。

４．今後の展望
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多様な人材が働きやすい基盤・制度づくり 男女ともに働きやすい職場づくりのために

・当会婦人科医師に、女性の健康シリーズとして

「プレコンセプションケア」をテーマに全職員向けに

動画配信を実施。（研修参加率：91.6％）

・動画研修終了後、アンケートを配布： 746名視聴

＜研修後の受講者の声より＞

１．新しい概念の発見

「プレコンセプションケア」という言葉自体を初めて知った方が多い

妊娠前からの健康管理の重要性を認識

２．具体的な医学的知識

虫歯や歯周病が胎児に影響すること

歯科健診の重要性

葉酸摂取の必要性

ブレストアウェアネス（乳房を意識する生活習慣）

３．ライフプランニング

子どもの人数別の妊活開始年齢の目安

2人、3人子どもが欲しい場合の年齢指標が具体的で参考になった

年齢と妊娠の関係性についての現実的な情報

４．男女共同の視点

女性だけでなく男性も含めたケアの重要性

パートナーのサポートの必要性

５．健康管理の基本

規則正しい生活習慣の重要性

運動、食生活、睡眠のバランス

ワクチン接種や健診の重要性

多くの方が、この研修を通じて

自分自身の健康管理や将来

設計について考えるきっかけ

になったと感じられたようです。

また、若い世代だけでなく、す

でに子育てを経験した方や子

育て予定のない方にとっても、

健康管理の基本として役立つ

内容だったことが伺えます。
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多様な人材が働きやすい基盤・制度づくり 職員の健康と安全を守る取り組み強化

１．健康サポート体制の充実

・看護職の増員: 2024年10月～健康管理課に看護職1名を増員し、疾病罹患者・障害者・高齢者など仕事との

両立に課題を抱える職員を支援。

・きめ細やかな支援: 産業医・保健師による保健指導を実施し、主治医・上司とも連携した包括的サポート

・傷病休職者: 2023年度は10名、2024年度は12名

・試し勤務制度: 復職をスムーズにするため、2024年8月に新設（通常勤務とみなす制度）

２．健康相談・健診の拡充

・健康相談窓口: 産業保健スタッフによる相談窓口を設置

・婦人科医の配置: すべての職員（雇用形態問わず）が利用可能、家族の相談にも対応

・充実した健康診断:

・60歳対象の1日総合ドック（1人あたり12１,０00円）と保健指導

・脳ドックの対象年齢を拡大（50歳・55歳に加え、2022年度から65歳も追加）

３．安全衛生管理の強化

・定期的な職場巡視: 安全衛生委員会メンバーによる巡視で職場環境を改善

・好事例の水平展開: 良好事例を他拠点にも展開し、安全衛生・リスク管理を強化

・災害事例の共有: 月次委員会で労働災害・通勤災害の事例と対策を共有

４．災害発生状況

2023年度: 労働災害1件（前年度4件）、通勤災害8件（前年度2件）

2024年度：労働災害3件（3件中、2件転倒災害）、通勤災害４件（4件中、1件は転倒災害）

202５年度: 「2輪による通災0運動」を実施中

※労災・通災件数は非常勤・派遣職員を含む

「健康等に関する相談窓口」

チラシ

①出張健診部門における物品管理

重量別色分けラベルの活用、腰痛予防

②出張健診部門における情報共有

大型モニター活用し、全スタッフへの確実な情報伝達

③神戸７階 リフレッシュスペース改装

職場環境の向上、コミュニケーション活性化

④本部２F検査室入口

足元の段差について、目線の高さに注意喚起、転倒予防へ

安全衛生委員による職場巡視

良好事例を発掘⇒全拠点に水平展開⇒働きやすい環境づくりの基盤に！
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多様な人材が働きやすい基盤・制度づくり 仕事と、育児・介護・治療との両立支援

１．仕事と育児・介護の両立支援

・男性育休や介護と仕事の両立支援に係る当会諸制度等について、管理職向けと全職員向けに研修を実施。

・イントラネットに各種制度の説明資料を掲載と相談窓口の案内。

・男性出生時育休休業および育児休業の取得率増

2022年度 45.4％（11人中5名）⇒ 2023年度 78.6％（14名中11名）⇒2024年度 100％（7名中7名）

・出生時育児休業取得時の日数増（育児休業者2022年度1名、2023年度2名除く）

平均日数 2022年度：5.6日（4名）⇒2023年度：20.0日（9名）⇒2024年度：32.7日（7名）

＊弊会の働きやすい就業環境の整備の取り組みについては、公益社団法人 女性の健康とメノポーズ協会主催

「2024 年女性の健康経営®アワード」の「推進賞」を受賞

＊2024年度 くるみん認定

企業データ詳細 ｜ 一般事業主行動計画公表サイト ｜ 企業が行う両立支援の取組を紹介するサイト (mhlw.go.jp)

＊「不妊治療サポート制度新設」(2024年9月)

２．仕事と治療の両立支援

・田中専務より、２０２５年１０月１日に仕事と治療の両立支援に関する基本方針を表明し、全職員に配信。

・仕事と治療の両立支援の具体的な対応方法、事業場内ルール（不利益防止等）を作成し、イントラネット、各拠点の

掲示板に掲載済み（２０２３年４月～）

・試し勤務制度（１～２週間、就業時間を最大３．５時間繰り上げ短縮できる）を新設（２０２４年８月）

・フレキシブル休暇制度（３０分単位で取得可能）

・産業医によって、主治医と連携するための様式を作成している

・健康情報等の取り扱い規定を制定（２０２０年１２月～）

・職員等の病気治療を目的とした入院・その他費用の一部を、ご本人が保険金請求、受給できる制度（２０２２年３月～）

令和4年4月1日に田中専務より

職員の育児・介護と仕事の両立をサポートすることを宣言

↑米印の付いた項目は法令より充実した内容を当会独自で定めている

例えば、追加育児短時間は、法令では3歳に達するまでとなっているが、

弊会では10歳到達以降直後の3月末までとなっている。
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ストレスチェック後 職場環境改善のとりくみ

【目標‐１】 ストレスチェック結果による「総合健康リスク」を９５以下にする 全国平均：１００

【実績‐１】 総合健康リスク

２０２２年度：８９

２０２３年度：８７

２０２４年度：８５

【目標‐２】

「当会では、ワークエンゲージメントや、働きがいや人とのつながりを感じられる状態の指標において、

ポジティブ回答率を全国平均*1より10％以上高めることを目標とする。」

*1: 全国平均とは、事業場（当会顧客）ごとに算出したポジティブ回答率の平均値を指す。「⑤働きがいのある仕事だ」という項

目はSC57項目に含まれるため706社（約10万人）の平均値を、⑤以外の設問は102社（約3万人）の平均値を参照している。

【実績‐２】

①仕事をしていると、活力がみなぎるようになる 【仕事充実感】 全国平均：３６．８％

2022年度 43.2％

2023年度 43.3％

2024年度 46.1％

②自分の仕事に誇りを感じる 【職業的誇り】 全国平均：６４．２％

2022年度 69.5％

2023年度 70.2％

2024年度 71.0％

③私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある 【協働精神】全国平均：７０％

2022年度 72.1％

2023年度 77.1％

2024年度 78.6％

④自分の力を一人でも多くの人のために役立てたい 【貢献意欲】全国平均：８０．４％

2022年度 89.5％

2023年度 90.0％

2024年度 89.5％

⑤働きがいのある仕事だ 【やりがい】全国平均：６８．６％

2022年度 73.5％

2023年度 75.7％

2024年度 78.3％

⑥今の職場では、協力し合う良い人間関係ができている 【職場調和】全国平均：７３．３％

2022年度 76.2％

2023年度 79.5％

2024年度 81.6％
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ストレスチェック後 職場環境改善のとりくみ

【目標‐３】 A職場：活性職場（Active Group) の割合を70％以上にする。

当会では、安全衛生委員会や健康経営推進会議等を活用し、事業者主体で健康経営を推進してきた。

その結果、ストレスチェック（SC）の集団分析において、「活性職場」（当会独自指標、定義は図１）は全体の7割、

高ストレス者率も年々改善した(図２)

図１．活性職場

こころの健康状態も仕事のモチベーションも良好な職場 図２．当会の活性職場の割合、高ストレス者率

目標達成に向けたとりくみ

１．当会心理職による集団分析結果説明会（役員・部門長向け）

当会全体の職場状況の把握と今後の職場環境改善の方法について説明会の実施

２．職場活性化面談 （集団分析結果を活用した専門職による管理職向け面談）

各職場の部長含む管理職が当会心理職と1時間の面談を実施。

集団分析結果を職場ごとに、見方説明と各職場の課題と改善のヒントを共有。

⇒各職場活性化面談 参加率100％

３．部門長を中心とした職場環境改善の取組み

職場活性化面談後、各職場の部門長を中心に「職場環境改善目標設定シート」を作成。

その後、各職場で職場環境改善の取りくみを実施。

⇒職場環境改善目標設定シート 提出率100％

1年後、全部署の部門長より、職場環境改善の取り組み内容を事業部長会議で発表。

活性化面談の様子
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ストレスチェック後 職場環境改善のとりくみ

目標達成に向けたとりくみ

４．当会心理職によるラインケア研修

新任管理職向け研修を対面にて実施（202５年8月開催）

■参加者（率）：９名（100％）

・研修後アンケート 有効回答数（率）：９名(100％)

■９名中、８名が満足。９名中、８名が大変有益な研修と回答。

５．部門長・課長向け研修を対面にて実施（202５年７月開催）

各職場での職場環境改善の取り組み等を共有

■参加者（率）：５０名（９６．２％）

研修後アンケートを実施

■有効回答数（率）：５０名（100％)

部門長・課長向け研修受講者の感想（一部抜粋）

感想一部抜粋

・管理職なので自分で何とかしないといけないと思っていましたが、関係部門、部署につなぐ、相談してもいいんだと

いうことが分かり、不安が解消できました。

・事例検討等グループワーク等も含まれており、他部者管理職との意見交換もできて有益でした。

・自分のメンタルにも気をつけて、周りのケアもできるように日々の取り組みを実施したいです。等

・若手職員への関わり方、声掛けひとつで受けとる側の印象が大きく変わる。

・客観的に自部署を見つめなおすことのできる良い機会でした。

・他の部署との情報共有で、同じ保健会内でも良い点、改善点が全く異なることがわかり、新鮮だった。

・他部署では、課員とのコミュニクーションを取り、人間関係を構築されている。自職場にもち帰りたいと思う。

・毎年受講し、刺激になっている。他部署との意見交換が興味深かったので、この研修を続けてもらいたい。
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ストレスチェック後 職場環境改善のとりくみ

6．産業保健スタッフによるセルフケア研修 2025年9月～

７．新カウンセリングサービスの導入 （2025年10月1日～ 外部EAP機関と契約）

「京都工場保健会Wellカウンセリング」

対象：京都工場保健会で働くすべての方（派遣・出向・委託・非常勤を含む）

当会子会社の株式会社京都ヘルスケアITの職員（非正規職員含む）

上記配偶者及びそのいずれかの被扶養者も利用可能と

利用範囲を大幅に拡大した。

カウンセリングの基礎知識について、動画配信にて周知した。

2025年より「職員・嘱託・常勤」だけでなく、「派遣職員・出向職員」も対象に含めて研修を実施

常勤職員852名（2025年10月1日時点）のうち782名が参加（参加率91.7%）

「予防歯科のススメ」と「カウンセリング」について全職員に動画配信

目標達成に向けたとりくみ

＜感想＞一部

・カウンセリングに関して今までに考えた事がなかったが、

きっかけがあれば一度受けてみたいと思いました。

・以前のシステムでもカウンセリングを利用しておりましたので

今後 幅広く使えるよう改善されて良かったと思います。

・自身と部下のウェルビーイングについて、改めて考えてみたい

と思います。

・歯科の予防の重要性を知ったので、今度歯科医院で歯科健診を

受診します。

・歯の健康は全身の健康につながること

・「噛みにくい」と答えている人が、どの年代にも一定数いるこ

とに驚いた。

・普段予防歯科についてはあまり考えていませんでしたが、健康

管理の重要ファクターになる事を知る事が出来ました。など
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健康増進に向けた職場環境づくり

食事環境充実に向けた取り組み

１．周辺に食事施設がない拠点へ昼食時にキッチンカーを依頼 ＊キッチンカー 年間法人負担額：約24万円

従業員へキッチンカーに関するアンケートを実施し、改善点を検討

２．朝食欠食対策として、パンの自販機を導入

３．“OFFICE DE YASAI ”を導入 (2022年1月～) ＊OFFICE DE YASAI 年間法人負担額：約90万円

キッチンカー、パンの自販機、“OFFICE DE YASAI ”を導入後のアンケート調査を実施。

＊以下一部掲載

４．“Office premium frozen”（冷凍食品）を導入（2024年1月～）

＊Office premium frozen 年間法人負担額：約70 万円

冷凍食品が100円、200円で手軽に利用可能

↑キッチンカーで順番待ちをする様子
（事前予約制により、すぐに提供されるので待ち時間は短時間です）

“OFFICE DE YASAI ”とは

オフィスに設置した冷蔵庫に新鮮な野菜や

フルーツ、 健康的な食品をお届けするサービス

2023年度にコンビニの自販機導入を検討するも、条件

があわず見送りとなった。

引き続き新たなサービスを検討中。
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コミュニケーション

健康増進活動への支援

１．部活動への支援

２．腰痛予防体操の実施

３．健康増進活動への支援の実施

活動例：京都1週トレイル、ハイキングに行こう、大文字山登山、お寺でヨガ、GO!GO!カート大会等

“クリスマスパーティ”の開催 18：30-21：00

全拠点の職員交流を目的

京都地区、兵庫地区にて開催し、全職員の４３．１％が参加

１．有給休暇取得率：2024年度：84.3％ (2021年度：80％)

２．平均年次有給休暇取得日数：2024年度：14.0日（2021年度：13.4日）

３．30分単位の有給休暇取得制度の策定（2021年4月～）

４，残業過多者への対策（2021 年度と比較し、2022年度以降40％以上残業過多者が減少）

＊一定の時間外を超えた方には、役員、所属長に連絡し問診票を配布後、産業医や保健師面談を実施

＊2022年度～ パソコンの夜間使用時間が制限された

＊年間月間所定外労働時間：年々減少

（2020年度：22時間、2021年度：21時間、2022年度：20時間、2023年度：19時間、2024年度：18時間）

親睦会の一例

ワーク・ライフ・バランスの推進

１９



健康経営の基盤・柱として

感染症対策・・・・・以下を就業時間内で実施

１．弊会独自の新型コロナ感染対策ルールの策定と展開、産業保健スタッフより個別対応

２．新入職員に対する麻疹・風疹抗体検査とワクチン補助。

新入職員研修でワクチン接種の必要性について情報提供

３．血液従事者に対するB型肝炎抗体検査とワクチン補助

４．全職員と家族、取引先に対するインフルエンザワクチン接種と費用補助

＊取引先にもインフルエンザワクチン接種の案内を行い、職員同等の補助と接種の機会を設けた。

５．2023年3月～50 歳以上の職員の希望者に「帯状疱疹ワクチン」の接種を実施（全額法人負担）

80％の接種率であった。引き続き、前回未受診者も含めて定期的に実施。

配偶者健診の費用補助と情報提供

職員・嘱託の配偶者（計182名）に対し、自宅に案内を2回にわたって郵送

■202４年度：９８名受診（2023年度：92名、2022年度：83名、2021年度：67名）

※202５年度は10月31日期限で申込受付中

（法定健診：11,198円⇒1,500円、生活習慣予防健診：24,728円⇒2,500円、半日人間ドック：44,000円

⇒9,600円お得に健診を受診できる。その他、オプション検査も）

2024年度の案内より、健康増進等の情報に関する弊会オリジナル動画（50コンテンツ）を合わせて情報提供

職員の家族に

健診の案内に加えて、

メンタルヘルスやがんの予防

等の健康保持増進に関する

弊会オリジナル動画

（全50コンテンツ）を提供

従業員の生活基盤を支える配偶者へ健康支援

被扶養者の健診実施率（40歳以上の被扶養者） 2024年度：61.6％

２０



取引先企業の健康経営支援事例 ー社員を大切にする会社の健康経営

双葉メンテナンス工業株式会社さま ご訪問（2025年8月）

1．訪問の目的

京都工場保健会では、取引先企業の健康経営の推進をサポートしています。

このたび、双葉メンテナンス工業株式会社さまを訪問し、従業員の健康づくりの取り組みについて意見交換を

行いました。

2．従業員を大切にする取組

同社では、入社時健診の徹底や熱中症対策（飴・飲料・休憩所の整備など）を積極的に進め、

従業員の安全・健康を第一に考えた環境づくりをされています。

また、山下社長ご自身も健康診断を継続受診され、入社式では健康や働き方について直接メッセージを

届けられています。

経営トップが率先して健康を重視する姿勢は、従業員の安心感にもつながっています。

3．これからの展望

双葉メンテナンス工業さまは、過去に健康経営優良法人の申請にも取り組まれており、

今後さらに従業員のウェルビーイングを高める活動が広がっていくことが期待されます。

京都工場保健会も引き続き伴走し、健康経営の推進を共に進めてまいります。

向かって左側が双葉メンテナンス工業株式会社 代表取締役社長 山下耕平様です。

右側手前から当会の健康経営推進担当役員と総務部長
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当会は２０２５年９月６日に

パートナーシップ構築宣言をしました

111358-17-00-kyoto.pdf

https://www.biz-partnership.jp/declaration/111358-17-00-kyoto.pdf


健康経営の目標指標 ウェルビーイング実現をめざして

健康でいきいきと働き続けるために

【３つの目標指標】

●プレゼンティーイズム

〇問題なし（13点以下）の職員の割合：55％以上

〇高度障害（28点以上）の割合：5％以下

〇事業所診断：A判定

●アブセンティーイズムの割合：７％以下

●ワーク・エンゲイジメント：2.5点以下 ※点数が低いほど良好

目標設定の背景：20２２～202４年の過去３年間の平均値を基準値とし、無理のない目標値を健康経営推進会議で

検討し定めた

2024年度はプレゼンティーイズムとワークエンゲイジメントは69２名より測定（回答率：測定対象全職員に対し99.4％）

アブセンティーイズムは7９２名より測定（回答率：年度末時点の全職員に対し100％）

202３年度と比較し、プレゼンティーイズムの“問題なし”の割合はやや減少しているものの、“高度障害”の割合は低くく

事業所診断もＡ判定と良好な状態が継続している。アブセンティーイズムの件数割合は前年と同様の傾向。

離職率は7.4％(2022年度)⇒4.7％（2023年度）⇒6.3％（2024年度）と前年よりやや増加傾向。

働きがいや人とのつながりが感じられる状態にするために

●私たちの職場では、ともに働こうという姿勢がある 【協働精神】80％以上 全国平均：７０％

●自分の力を一人でも多くの人のために役立てたい 【貢献意欲】 90.4％以上 全国平均：８０．４％

●働きがいのある仕事だ 【やりがい】 78.6％以上 全国平均：６８．６％

●今の職場では、協力し合う良い人間関係ができている 【職場調和】 83.3％以上 全国平均：７３．３％

２２



健康経営優良法人の認定をめざすお取引先企業の皆様へ

京都工場保健会では、「健康で、生き生きと働き続ける

ことができる社会、組織」を目指して、5つの分野で

活動しています。これからも常に社会の新しいニーズを

とらえ、職域・団体などにおける健康管理をさまざまな

角度からサポートしてまいります。

また、健康経営優良法人の認定をめざす多くの企業を

応援します。

特に、弊会とお取引のある企業の皆さま方には是非

情報交換をさせていただき、一緒に「健康経営」を継続

させていきましょう。

弊会の取組みにご興味がある場合も下記

「お問い合わせ」まで、遠慮なくご連絡ください

一般財団法人 京都工場保健会 (kyotokojohokenkai.jp)

＜お問い合わせ＞

https://www.kyotokojohokenkai.jp/hokenkai_new/contact_new/

